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申 請 者 

・・・令和８年１１月６日まで 

・・・令和９年２月末日まで 

   

  【申告先】 

所 得 税（前橋税務署） 

   固定資産税（市役所資産税課） 

予定戸数（先着順）２戸 

令和８年１０月９日まで 

・・・ 

前 橋 市 設計･施工･監理者 

⇒ 診断結果が構造評点１．０未満 

事  前  相  談 補 助 要 件 の 確 認 

設 計 者 の 選 定 設 計 費 の 見 積 

事 業 承 認 申 請 事 業 承 認 通 知 

設 計 者 と の 契 約 

耐震改修計画決定 

工事施工者の選定 

工事監理者の選定 

工 事 費 の 見 積 

工事監理費の見積 

 

耐 震 改 修 設 計 

 

補 助 金 交 付 申 請 交 付 決 定 通 知 

工事施工者との契約  

耐 震 改 修 工 事 

 

耐 震 改 修 工 事 

工 事 監 理 

 耐震改修工事完了 

実 績 報 告 補 助 金 額 確 定 通

知 

補 助 金 の 請 求 補 助 金 の 支 払 い 

税制特例の手続※ 
耐震改修の証明※ 

※ 固定資産税の減額措置を受ける場合は令和８年１２月３１日までに耐震改修工

事を完了しなければなりません。 
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【代理受領】 補助金額分を設計・施工・監理業者が代理で受領し、申請者は、補助金の支

給金額分を差し引いて業者に支払う方式です。 

 

 

【 証 明 書 交 付 先 】 
※１ 法務局 
※２ 前橋市市民課 
※３ 前橋市市民税課 

 

【注意事項】その他市長が必要と認める書類の提出をお願いすることがあります。 

【注意】 
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【(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」より】 

【注意】 次のような工事は、原則として補助の対象になりません。 

・増築及びリフォーム等 

・グレードアップによる内外装の復旧 
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※
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申 請 者 

・・・令和９年２月末日まで 

   

 

前 橋 市 業 者 

事  前  相  談 補 助 要 件 の 確 認 

・耐震シェルター

等の選定 

・除却工事の 

施工業者選定 

耐震シェルター等 

の見積 

除却工事の見積 

補 助 金 交 付 申 請 交付決定通知※1 

・耐震シェルター等

設置業者と契約 

・除却工事の施工業

者と契約 

完 了 

実 績 報 告 補 助 金 額 確 定 通

知 

補 助 金 の 請 求 補 助 金 の 支 払 い 
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【注意】 
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 事 業 実 施 に あ た っ て の 注 意 事 項 
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！ご注意ください！ 
 

「すぐに工事しないと危険」などと不安をあおり、工事

の契約を迫る手口が増えていますので、ご注意ください 
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             ホームページ  http://www.city.maebashi.gunma.jp  

お問い合わせ 


